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２０２５年４月現在版 

 

町田市立忠生小学校 

校 長 西 和昌 

生 活 指 導 部 

 

日頃より、本校の学校教育にご理解・ご協力ありがとうございます。今年度

の教育活動・学校生活の中から、改めて、共通理解と認識の必要性がある「学

校のきまり」「生活指導上、各家庭にもご協力願いたい内容」をお伝えいたし

ます。（裏面に、本校の学校のきまりと約束をのせています） 

子供たち一人一人のより良い成長はもちろんのこと、学級・学年・学校全体

の安心安全な生活、よりよい教育活動のために、ご家庭におきましても、再度

ご確認いただき、ご理解・ご協力くださいますよう、お願いいたします。 

① 登下校について 

□教室入室は8時15分です。８時１５分に昇降口に到着するよう登校させてください。 

□遅刻や早退は、保護者同伴で登下校してください。（児童の安全確保のため） 

□下校時刻のめやすは、最後の授業終了後の１５分後です。 

□通学路ではない登下校は、補償対象外です。事故やけがが起きても補償対象になりま

せん。習い事や遊ぶ約束をする場合も、一旦帰宅後としてください。 

 「忠生げんきっ子」に登録した児童のみ、以下の時間に校庭で遊ぶことができます。 

 

●忠生げんきっ子 

★晴天・雨天時対応 

★げんきっ子で遊べる日時は、「げんきっこだより」をご確認ください。 

★げんきっ子の登録は、随時受け付けております。 

② 学校生活について   

□当日の欠席や遅刻の連絡は、スマートフォンアプリ「tetoru」にて朝８：１５までに

連絡してください。午前８：１５を過ぎて、連絡を入れる場合は学校へ直接電話にて

お知らせください。 

前日までに欠席等が分かっている場合には、連絡帳にてお知らせください。 

□地震や火災などの災害時は、危険を伴うため、必ず上履きをはいて学校で過ごすこと

ができるようにしてください。 

※休み明けに、上履き忘れがないように必ず持参させてください。 

□熱中症や感染症対策として、１年間水筒を持参できます。ただし、中味はお茶または

水とします。 （ペットボトルは不可） 
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□学習に必要なもの以外は持って来ないようにご配慮ください。学習用具は、学校で決め

られたものを使用します。（箱形でない筆箱・シャーペン・匂いや飾りつき文具などは

持って来ないようにご注意ください） 

□学習用具、手提げやハンカチ・上着など、すべての持ち物に必ず記名をお願いします。 

□学校への携帯電話（スマートフォンやキッズフォン含む）の持ち込みはできません。た

だし、下校時の安全確保を目的に、保護者の申し入れがあって、持ち込みの約束を承認

いただいた場合のみ許可します。 

 

③ 放課後の生活について 

□忘れ物や校庭遊びなど、下校後、再登校するいかなる場合も、児童は自転車で学校に

来ることはできません。（「忠生げんきっ子」も含む。） 

 □子供だけで、お金や貴重品（ゲーム機など）を持って遊びに出かけないようにしてく 

ださい。 

 □エアガンなど、危険な遊びは禁止です。 

 

＊以下は、実際に起きたトラブルや、学校への通告により、増加傾向にある生活指導内容 

です。各家庭の方針や対応の相違もありますが、トラブルが発生してからでは遅く、見 

過ごすと問題も大きくなります。ご遠慮ください。 

 

① 子供だけでゲームセンターや繁華街、ショッピングモールへ出かけること 

② 地域住民の方々に迷惑となる行為をすること 

（公園や道路などでの落書き・火遊び・路上での自転車遊びなど） 

③ 金品の貸し借りや譲与をすること（カードやゲーム機、カセットなど） 

④ 学校内で起きたこと・他人のことをスマホや携帯電話を使って（SNS 上で） 

話題にすること 

⑤ 子供だけで、川で遊ぶこと（地域の方からの通報が増えています） 

 

④ その他の生活指導上の対応について 

＊次の行為は、絶対あってはならないことです。保護者の方にもご協力いただきながら、 

学校・教職員一丸となって対応し、子供たちの学習・生活環境を守っていきます。 

 

□明らかな いじめ・危険・暴力行為（相手のあるケガ）については、その状況や様子、 

経緯について十分聞き取りを行い、学校での対応・指導などを説明するために、必要に

応じて当該児童の保護者に来校していただき、面談をして、再発防止に努めます。 

   

□授業中の妨害行為（その他の児童の学習に影響を及ぼす「立ち歩き」「奇声」「暴言」など） 

については、度重なる注意・指導で改善がみられない場合など、必要に応じて授業観察

と見守りのため、保護者に来校していただき、面談をして、学習環境の確保に努めます。 


